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環境、消費子ども、年金

10
月
１
日
か
ら
始
ま
る
「
ご
み
指

定
袋
の
１
枚
目
か
ら
の
有
料
化
」
に

伴
い
、
決
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ど
こ
で
買
え
る
の

ご
み
指
定
袋
は
次
の
と
こ
ろ
で
買

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
「
ご
み
指
定
袋
販
売
登
録
店
」
と

し
て
登
録
さ
れ
た
お
店
や
自
治
会

等
の
地
域
団
体

○
市
環
境
保
全
課
・
支
所
市
民
福
祉

課
・
各
公
民
館

な
お
、「
ご
み
指
定
袋
販
売
登
録
店
」

に
つ
い
て
は
、
決
定
次
第
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

負
担
の
軽
減
措
置
は

常
時
紙
お
む
つ
を
必
要
と
さ
れ
る
３

歳
以
下
の
乳
幼
児
や
要
介
護
者
等
の
人

に
対
し
、
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら

「
紙
お
む
つ
類
専
用
ご
み
指
定
袋
」
を

交
付
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。（
も
ち
ろ
ん
可
燃
ご
み
指
定
袋
で

も
出
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。）

詳
細
は
、
決
ま
り
次
第
、
広
報
紙

等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

袋
の
デ
ザ
イ
ン
が
変
わ
る

可
燃
ご
み
用
と
不
燃
ご
み
用
の
袋

の
区
別
を
つ
け
や
す
く
す
る
た
め
に
、

可
燃
ご
み
用
は
赤
色
の
文
字
に
、
不

燃
ご
み
用
は
青
色
の
文
字
で
の
デ
ザ

イ
ン
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
不
燃
ご
み
用
ご
み
指
定
袋

に
穴
あ
け
を
施
し
、
誰
に
で
も
わ
か

り
や
す
い
袋
に
な
り
ま
し
た
。

10
月
１
日
か
ら

ご
み
指
定
袋
が
１
枚
目
か
ら
有
料
に
な
り
ま
す

お問合せは、湖北広域行政事
務センター業務課（7U７１
４３）または環境保全課
（7X６５１３）へ。

↑この看板が
目印です

現
在
ご
家
庭
に
お
持
ち
の
ご
み
指
定
袋
は
、

今
後
も
そ
の
ま
ま
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

？？

！

湖
北
広
域
行
政
事
務
セ
ン
タ
ー

ご
み
指
定
袋
販
売
登
録
店

可燃：赤色 

穴
あ
け 

不燃：青色 

ごみ指定袋の種類と価格
（１枚当たり・税込）

大袋(45㍑)
中袋(30㍑)
小袋(20㍑)

可燃ごみ
４５円
３０円
２０円

不燃ごみ
４５円
３０円

※10枚セットでの販売となります。
※10月１日以降の無料配布はなくなります。

レジ袋減量キャンペーン
10月１日～11月30日

【応募方法】
①協力店で買い物したときにレジ袋を断ってくださ
い。そのときに「応募シールを集めている」こと
を申し出て、シールをもらってください。

②10枚集めて応募してください。（シールを貼り、
住所・氏名・年齢・電話番号・意見を書いて郵送
するか、市役所の応募箱に投函してください）

抽選で景品が当たります！
【協力店】
アヤハディオ※１、西友※２、ドラッグユタカ、羽淵商
店、フタバヤ、平和堂※３☆ほくほくカード会、☆ゆ
う壱番街商店街（☆印の加盟店は、チラシやポスタ
ーをご覧ください。）※１アヤハディオは店内レジのみ※２西
友は２円引き（マイバッグ持参割引）の表示があるレシート
を市役所環境保全課へお持ちいただければ、応募シールをお
渡しします。※３平和堂は食品レジのみ

長浜市消費生活フェア

【と　き】10月26日（日）13時～16時30分
【ところ】市民交流センター(地福寺町)
【内　容】
■リサイクル工作コンテスト表彰式（作品展示あり）

■寸劇『エコ家族』～消費学習研究会のみなさん～

■リフォームファッションショー（作品展示あり）

■消費学習講演会『やさしいエコライフ入門』

講師：ひのでやエコライフ研究所　大関はるか氏

～長浜環境塾と共同開催！地球温暖化や

エコライフについてやさしくお話します。～

■消費生活にかかわる啓発パネルの展示

☆入場無料

☆託児あり（要予約）

☆あわせてゲートボール場でフリーマーケットも開

催します。（フリマのみ雨天中止） お問合せ・応募先
〒526-8501長浜市高田町12-34 長浜市役所環
境保全課内クリーンながはま推進協議会事務局
(7X６５１３)

お問合せは、長浜市消費学習研究会事務局（市環
境保全課内、7X６５１３）へ。

来年度の「幼稚園児」を募集します

来年度の保育園・認定こども園(長時部)の入園申込を受け付けます

願書受付は11月４日（火）～７日（金）の９時～17時

入園申込は10月16日(木)～24日(金)の平日(８時30分～17時15分)

平成21年度の市立幼稚園の入園願書を受付けます。
３年保育の入園対象の方に、入

園関係書類を10月中旬にお届けし
ます。１年・２年保育を希望され
る場合は、各幼稚園、教育指導課
で関係書類をお受け取りください。
☆募集園児
１年保育　平成15年４月２日から

平成16年４月１日までに生まれた幼児
２年保育　平成16年４月２日から

平成17年４月１日までに生まれた幼児
３年保育　平成17年４月２日から

平成18年４月１日までに生まれた幼児
☆願書提出先
各幼稚園に直接お申込みください。

☆申込書類の配布
各保育園、子育て支援課、各支所市民福祉課

で10月３日(金)から配布します。
☆申込書提出先
入所を希望される保育園または、子育て支援

課、各支所市民福祉課までお申し込みください。

お問合せは、教育指
導課(7X６５５１)
または各幼稚園へ。

お問合せは、
子育て支援課(7X６５１４)
浅井支所市民福祉課(7a４３５２)
びわ支所市民福祉課(7_５２５３)
または各保育園へ。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

《
一
日
社
会
保
険
相
談
所
》

社
会
保
険
事
務
所
で
は
、
次
の
日
程
で
予
約
制

の
一
日
社
会
保
険
相
談
所
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
と
　
　
き

10
月
30
日(

木)

10
時
〜
16
時

■
と
こ
ろ

長
浜
市
社
会
福
祉
協
議
会

■
申
込
方
法

平
日
の
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま

で
に
、
予
約
専
用
電
話
に
よ
り
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

な
お
、
予
約
状
況
に
よ
り
相
談

日
時
を
調
整
さ
せ
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

予
約
専
用
電
話
０
７
４
９(

２
３)

５
４
８
９

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
お
知
ら
せ

保
険
料
の
お
支
払
い
方
法
は
、
年
金
か
ら
の
引
き

落
と
し
が
基
本
に
な
り
ま
す
。
７
〜
９
月
ま
で
の
納

付
書
を
お
送
り
し
て
い
る
人
は
、
10
月
か
ら
年
金
天

引
き
が
開
始
に
な
り
ま
す
。(

来
年
３
月
分
ま
で
の

納
付
書
を
お
送
り
し
て
い
る
人
は
除
き
ま
す
。)

ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
前
日
に
社

会
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人
の
保
険
料
は
、

10
月
か
ら
納
付
が
始
ま
り
ま
す
。
基
本
は
年
金
か

ら
の
天
引
き
で
す
。
年
金
か
ら
天
引
き
で
な
い
人

に
は
、
10
月
中
旬
に
納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す
の

で
、
納
期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

幼稚園名(申込先)

長 浜 幼 稚 園

長 浜 北 幼 稚 園

長 浜 西 幼 稚 園

神 前 幼 稚 園

神 照 幼 稚 園

神 照 東 幼 稚 園

南 郷 里 幼 稚 園

北 郷 里 幼 稚 園

西 黒 田 幼 稚 園

神 田 幼 稚 園

六荘幼稚園(六荘認定こども園)

あざい幼稚園(あざい認定こども園)

びわ幼稚園(びわ認定こども園)

所在地

朝日町5-14

三ツ矢元町19-24

相撲町604-6

宮前町13-10

神照町305-2

国友町574

新栄町626

春近町196-1

常喜町500-1

加田町2727

勝町493

大依町1232

八木浜町26-1

電　話

62-0089

62-0861

62-3000

62-3495

63-0584

62-5753

63-3723

62-1498

62-1516

63-1913

62-7035

74-8488

72-2150

お
問
合
せ
は
、
彦
根
社
会
保
険
事
務
所
年
金
給
付

課(

7
０
７
４
９-

２
３-

１
１
１
６)

へ
。

お
問
合
せ
は
、
保
険
医
療
課(

7
X
６
５
２
７)

へ
。


